
 

学術分科会の概要 

 

１．設置の経緯 

 平成１３年、旧学術審議会の機能を整理・統合し、科学技術・学術審議会の発足ととも

に設置。 

 

２．所掌事務 

 学術の振興に関する重要事項を調査審議すること。（科学技術・学術審議会令第５条） 

 

３．学術分科会の構成等 

（１）分科会長は、当該分科会に属する委員の互選により選任する。（科学技術・学術審議会

令第５条第３項） 

（２）分科会長に事故があるときは、分科会長があらかじめ指名する委員が、その職務を

代理する。（科学技術・学術審議会令第５条第５項） 

（３）部会に属すべき委員等は、分科会長が指名する。（科学技術・学術審議会令第６条第２項） 

（４）次の部会を設置する。 

 

部会の名称 調 査 審 議 事 項 

研究環境基盤部会 大学等における研究環境の具体的な整備及び評価に係

る事項並びに特定の分野における学術研究の推進のた

めの具体的な方策及び評価に係る事項（分科会において

直接調査審議を行うものを除く） 

研究費部会 研究費に係る事項 

科学研究費補助金審査部会 科学研究費補助金の配分のための審査及び評価に係る

事項 

 （科学技術・学術審議会学術分科会運営規則第２条第１項） 

 

４．その他 

（１）必要に応じて、特定の事項について機動的に調査するため、分科会の下に委員会を

設置することができる。委員会に属すべき委員及び主査については、分科会長が指

名する。（科学技術・学術審議会学術分科会運営規則第３条） 

（２）議事は、人事に係る案件等を除き、原則として公開。 
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